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○
国
土
交
通
省
令
第
二
十
四
号 

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
ノ
八
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
設
備

規
程
及
び
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

 

船
舶
設
備
規
程
及
び
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
） 

 

第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二　

旅
客
船
そ
の
他
旅
客
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の

（
新
設
） 

と
し
て
告
示
で
定
め
る
船
舶
（
い
ず
れ
も
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
に

 

限
り
、
次
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。
）
に
は
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備

 

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一　

船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
る
船
舶 

 

二　

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
る
船
舶 

  
 

第
八
編　

（
略
）

第
八
編　

（
略
）
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（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



4/10

改　

正　

後

改　

正　

前

（
適
用
） 

（
適
用
） 

第
一
条　

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
一
条　

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
漁
船
以
外
の
小
型
船
舶
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標

り
漁
船
以
外
の
小
型
船
舶
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標

準
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
土
交
通
省
令
の
規
定
（
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓

準
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
土
交
通
省
令
の
規
定
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和

信
省
令
第
六
号
）
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
及
び
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（

三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
章
の
三
の
規
定
を
除
く
。
）
に
か
か
わ

昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
第
二
章
の
三
の
規
定
を
除
く
。
）
に
か

ら
ず
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  
 

（
救
命
設
備
の
備
付
数
量
） 

（
救
命
設
備
の
備
付
数
量
） 

第
五
十
八
条　

近
海
以
上
の
航
行
区
域
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
次
に
掲
げ
る
救

第
五
十
八
条　

近
海
以
上
の
航
行
区
域
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
次
に
掲
げ
る
救

命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
八　

（
略
） 

一
～
八　

（
略
） 

九　

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
（
当
該
小
型
船
舶

九　

小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置　

一
個 

の
う
ち
旅
客
船
又
は
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で

 

定
め
る
船
舶
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置

 

指
示
無
線
標
識
装
置
（
船
舶
救
命
設
備
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る

 

も
の
に
限
る
。
第
六
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
）　

一
個 

 

十
・
十
一　

（
略
） 

十
・
十
一　

（
略
） 

２
～
９　

（
略
） 

２
～
９　

（
略
） 

 
 

（
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
等
） 

（
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
等
） 

第
六
十
三
条　

（
略
） 
第
六
十
三
条　

（
略
） 

２　

浮
揚
型
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
は
、
非
常
の
際
に
容
易
か

（
新
設
） 

つ
迅
速
に
使
用
で
き
る
よ
う
検
査
機
関
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
積
み
付
け

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
衛
星
航
法
装
置
） 

（
衛
星
航
法
装
置
） 
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第
八
十
四
条
の
四　

推
進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
と
当
該
船
舶
に
押
さ
れ
る
船
舶

第
八
十
四
条
の
四　

推
進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
と
当
該
船
舶
に
押
さ
れ
る
船
舶

（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第

（
推
進
機
関
及
び
帆
装
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第

二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
が
結
合
し
て

二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
が
結
合
し
て

一
体
と
な
つ
て
平
水
区
域
を
超
え
て
航
行
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
推

一
体
と
な
つ
て
平
水
区
域
を
超
え
て
航
行
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
推

進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
船
舶
設
備
規
程
第
百
四
十
六
条
の
二
十
四
第

進
機
関
を
有
す
る
小
型
船
舶
に
は
、
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六

二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
二
種
衛
星
航
法
装
置
を
備
え
な
け
れ

号
）
第
百
四
十
六
条
の
二
十
四
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
第
二

ば
な
ら
な
い
。

種
衛
星
航
法
装
置
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
設
備
規
程
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
船
舶
設
備
規
程
」
と
い
う

。
）
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
は
、
沿
海
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
（
同
条
各
号
に
掲
げ
る
船
舶

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

一　

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
（
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
業
の
用
の
み
に
供
す
る
船
舶
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
（
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以
後

に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
を
除
く
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
期
間 

イ　

施
行
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
旅
客
船
（
建
造
契
約
が
な
い
旅
客
船
に
あ
っ
て
は
、
令
和
六
年
十
月
一

日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
て
令
和
十
年
四
月
一
日
前
に
船
舶
所
有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た

も
の　

施
行
日
か
ら
当
該
旅
客
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で

の
間 
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ロ　

令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示

で
定
め
る
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の

）
で
あ
っ
て
令
和
十
一
年
四
月
一
日
前
に
船
舶
所
有
者
に
対
し
引
き
渡
さ
れ
た
も
の　

施
行
日
か
ら
当
該
船
舶

に
つ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間 

二　

遊
漁
船　

当
分
の
間 

２　

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
船
舶
の
う
ち
前
項
第
一
号
に
掲

げ
る
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
現
存
船
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
定
め
る
期
間
の
経
過
後
に
お

い
て
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
管
海
官
庁
（
小
型
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
管
海
官
庁
又
は
小
型
船
舶
検

査
機
構
（
次
条
に
お
い
て
「
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

当
該
現
存
船
の
航
海
の
態
様
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
管
海
官
庁
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合 

二　

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
期
間
継
続
し
て
管
海
官
庁
が

適
当
と
認
め
る
船
舶
の
位
置
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
当
該
現
存
船
に
備
え
付
け
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
、
当
該
装
置
を
引
き
続
き
当
該
現
存
船
に
備
え
付
け
る
場
合 

イ　

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
船
舶　

施
行
日
か
ら
当
該
旅
客
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期

検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間 
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ロ　

前
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶　

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
当
該
船
舶
に
つ
い
て
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
が
開
始
さ
れ
る
日
ま
で
の
間 

３　

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
船
舶
の
う
ち
第
一
項
第
一
号
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
を
除
き
、
施
行
日
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日

）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
三
条　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
小
型
船
舶
安
全
規
則

」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
船
舶
（
次
項
に
お
い
て
「
小
型
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
に
係
る
救
命
設
備
の
備
付
け
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一　

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
及
び
施
行
日
（
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和

七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
船
舶
を
除
く
。
）　

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規

定
す
る
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
引
き
続
き
当
該
船
舶
に
備
え
付
け
て
い
る
間 

イ　

旅
客
船
で
あ
っ
て
施
行
日
に
現
に
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
（
新
小
型
船
舶

安
全
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
検
査
機
関
が
新
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
規
定
に
適
合
す
る
小
型
船
舶
用
衛
星
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利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
る
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の 

ロ　

施
行
日
に
現
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
旅
客
船
（
建
造
契
約
が
な
い
旅
客
船
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
に

現
に
建
造
中
で
あ
る
も
の
）
で
あ
っ
て
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け

る
予
定
の
も
の 

ハ　

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
で
あ
っ
て
施
行
日
に
現
に
小
型
船

舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の 

ニ　

新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二
の
告
示
で
定
め
る
船
舶
で
あ
っ
て
施
行
日
か
ら
令
和
七
年

四
月
一
日
ま
で
の
間
に
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
る
も
の 

ホ　

令
和
七
年
四
月
一
日
に
現
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
て
い
る
新
船
舶
設
備
規
程
第
三
百
十
一
条
の
二
十
一
の
二

の
告
示
で
定
め
る
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
に
現
に
建
造
中
で
あ
る

も
の
）
で
あ
っ
て
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
を
備
え
付
け
る
予
定
の
も
の 

二　

遊
漁
船　

当
分
の
間 

２　

新
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
小
型

船
舶
の
う
ち
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
船
舶
（
遊
漁
船
を
除
き
、
施
行
日
（
同
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
）
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
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い
て
は
、
検
査
機
関
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 


